
 

 総括 

１ 沿革 

銚 子 保 健 所 

昭和 19 年 10 月 銚子市末広町3丁目 326番地逓信省所属簡易保険健康相談所が移管

され、千葉県銚子保健所として発足する。 

昭和 20 年 3 月 

         3 月 

戦災により庁舎焼失する。 

銚子警察署附属細菌検査所において業務開始。 

         4 月 

 

昭和 24 年 3 月 

         8 月 

 

昭和 26 年 2 月 

昭和 35 年 8 月 

銚子市新生 2 丁目 458 番地組合市立銚子病院病棟（2 室 40 坪）を

借用 移転。 

銚子市栄町 2 丁目 1276 番地に木造２階建庁舎を新築移転。 

附属建物(併設性病診療所、細菌検査室、化学試験室、車庫、動物

舎)を増設。 

保健所の整備拡充が行われ、Ａ級保健所に格付けされ 4 課制となる。

保健所の新分類が行われ、Ｒ3 型（農漁村型）になる。 

昭和 37 年 8 月 

 

昭和 38 年 8 月 

 

昭和 39 年 3 月 

昭和 50 年 3 月 

昭和 53 年 5 月 

 

 

昭和 63 年 12 月 

平成 9 年 4 月 

 

木造庁舎を取り壊し、同じ場所に鉄筋コンクリート 3 階建庁舎新築

のため、銚子水産事務所の旧庁舎を借用し、仮庁舎として移転。 

新庁舎（敷地 1,118.7 平方メートル、建面積 447 平方メートル、延

面積 1,298.20 平方メートル）総工費 32,927 千円で完成する。 

犬抑留所、銚子市三崎町１丁目1549番地に工費44万円で新設する。 

検査室 31.93 平方メートル、工費 300 万円で増築する。 

銚子市都市計画事業復興土地区画整理事業（戦災復興事業の施行に

ともなう地盤の表示変更＜銚子市栄町 2-2-1＞及び庁舎の地積更

生＜1,120.54 平方メートル＞）がなされた。 

犬抑留所（銚子市三崎町１丁目 1549 番地）取り壊し。 

銚子保健所と八日市場保健所が統合し、海匝保健所となる。 

 

八 日 市 場 保 健 所 

昭和 16 年 3 月 通信省簡易保健健康相談所が八日市場町ロ 272 番地に創設される。 

昭和 19 年 10 月 

 

昭和 22 年 

上記相談所が県に移管され、同地に庁舎面積 165 平方メートルで発

足する。 

保健所法の改正に伴い業務の拡大、職員の増により 150 平方メート

ル増築し 315 平方メートルとなる。 

昭和 27 年 8 月 

 

昭和 29 年 3 月 

   

同 

昭和 44 年 6 月 

 

平成 9 年 4 月 

建物の老朽化のため同町イ 2402 番地に 518 平方メートルの庁舎を

建築移転する 

町村合併により 23 町村から八日市場市、多古町、干潟町、光町、

及び野栄町の 1 市 4 町となる。 

細菌検査室 50 平方メートルを増築 

八日市場市イ 2119 の１番地に新庁舎（庁舎面積 843.75 平方メート

ル鉄筋コンクリート 2 階建）を建築移転する。 

銚子保健所と八日市場保健所が統合し、海匝保健所八日市場地域保

健センターとなる。 

 

 

 

 



 

  海 匝 保 健 所 

平成 9 年 4 月 管轄地域の見直しにより、銚子保健所と八日市場保健所を統合し、

海匝保健所と名称変更する。なお、八日市場保健所管内であった香

取郡多古町及び干潟町については香取保健所に移管された。また、

内部組織も従来の課体制から班体制に変更した。 

平成 12 年 4 月 

 

平成 13 年 4 月 

内部組織を企画調整班は現行の通りとして、各班を課体制に戻し、

食品衛生班と環境衛生班を統合して、生活衛生課とした。 

県の組織・業務の見直しにより､生活衛生課で行っていた環境保全

事業は、海匝支庁県民環境課に移管された。 

 

   海 匝 健 康 福 祉 セ ン タ ー 

平成 16 年 4 月 

 

平成 17 年 7 月 

平成 18 年１月 

平成 18 年３月 

 

平成 20 年 4 月 

 

 

 

平 成 30 年 4 月 

出先機関の再編により、海匝支庁社会福祉課と統合し、名称を海匝

健康福祉センター（海匝保健所）とする。 

旭市、海上町、飯岡町、干潟町が合併し、旭市となる。 

八日市場市、野栄町が合併し、匝瑳市となる。 

横芝町と光町が合併し、横芝光町となり、合併後は山武健康福祉セ

ンターの管轄となる。 

水質検査（飲料水・プール水）については、民間検査機関が整備さ

れてきたことにより廃止となった。腸内細菌検査については、検査

の受付業務のみを行い、検査実施機関である香取健康福祉センター

に検査を依頼する。 

庁舎の老朽化により来庁者と職員の安全確保が困難となったため、

庁舎を旭県税事務所銚子支所２階に移転した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表１ 歴代所長 

氏　　　名 氏　　　名

大竹 三千之助 本田 保三
宮川 贄夫 沖山 遼三郎（兼）
外口 正太郎 楠本 浩（兼）
中野 敏 村上 斉
本田 保三 斎藤 英夫（兼）
楠本 浩 村上 斉
中野 敏 和田 元震（兼）
村上 斉 坂 正紀
林 芳男 林 芳男
川原田 貞子 斎藤 実
川原田 貞子(兼) 林 芳男
渡邊 佐 小川 啓二郎
石毛 義治 渡邊 佐
渡邊 佐 藤本 辰一

石毛 義治（兼）
碧井 猛
藤本 辰一
森尾 昭
石田 逸郎
渡邊 佐（兼）

4 代

5 代

在　任　期　間

平成16.4.1～19.3.31

平成19.4.1～23.4.3

平成23.4.4～25.8.31

平成25.9.1～28.4.3

平成28.4.4～平成31.3.31

野田 秀平

井元 浩平

平成9.4.1～16.3.31

代

初 代

2 代

3 代

氏　　名

歴　代　セ　ン　タ　ー　長（海匝健康福祉センター）

渡邊 佐

土戸 啓史

15 代
16 代
17 代
18 代

在　任　期　間

平成5.4～7.3

歴　　代　　所　　長（海匝保健所）

19 代
20 代

14 代

初
2 代
3 代
4 代
5 代
6 代
7 代
8 代

14 代

8 代
9 代
10 代
11 代
12 代
13 代

2 代
3 代
4 代
5 代
6 代
7 代

代

初 代

平成7.4～7.12

昭和63.4～64.3

昭和56.6～60.3

平成3.4～9.3.31

昭和55.4～59.3

平成8.1～9.3.31

平成元年.4～3.3
平成3.4～5.3

氏　　名

歴代所長（八日市場保健所）

昭和19.4～29.3昭和19.10～22.10

在　任　期　間

昭和59.4～60.3

9 代
10 代
11 代
12 代

昭和50.5～52.3
昭和52.4～55.3

昭和49.4～50.3

歴代所長（銚子保健所）

昭和50.4～50.4

昭和44.4～47.3
昭和47.4～49.3

初代

昭和23.12～26.7

在  任  期  間

昭和60.4～60.7

昭和41.4～44.3

昭和60.8～63.3

昭和29.4～32.7
昭和32.8～36.4

昭和22.11～23.11

昭和29.4～36.4
昭和36.5～39.3
昭和39.4～41.2
昭和41.3～44.3

昭和36.4～41.3

昭和60.4～63.3
13 代昭和63.4～平成3.3

6 代 鎗田　和美 平成31.4.1～

昭和44.4～56.5

代 代

小窪 和博

鎗田 和美

昭和26.8～29.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 概  要 

 当センター管内は、千葉県の最東端犬吠埼から西方に展開する銚子市、旭市、匝瑳市の

３市からなり、北は利根川を隔てて茨城県に相対し、南は屏風ヶ浦から白砂青松の九十九

里浜にかけて太平洋を望んでいる。 

 本地域は、銚子沖漁場、雄大な九十九里浜、県立九十九里浜自然公園海浜部にはコアジ

サシやアカウミガメ、ハマヒルガオなどの希少な海浜動植物の保護や保全された緑などの

恵まれた自然環境の中で豊かな暮らしが営まれてきた地域で、歴史的には、江戸時代、利

根川を上り江戸（東京）に至る水運が開けるとともに、銚子はその要衝として栄え、しょ

うゆ醸造などは当時の面影を現在に伝えている。 

 本地域は、千葉県の農業、水産業をリードする地域であり、キャベツ、パセリ、大根、

ネギ、メロン、イチゴなどの品質に優れた多くの農産品を供給するとともに、水産業も全

国有数の銚子漁港が豊富な水揚げ（主要漁種はいわし、さんま等）を確保し、地域の水産

加工業とあわせ、首都圏の主要な食料供給を担う地域となっている。 

 地域内には、地域の中心的な総合医療施設である国保旭中央病院があり、また、広域的

な文化振興の拠点として東部図書館や東総文化会館が設置されているほか、銚子市の地球

の丸く見える丘展望館などの観光施設が整備されている。 

 夏季には海水浴場が６か所開設され、多くの海水浴客が訪れている。 

 当センターは銚子市に位置し、管内は東西に長い形となっているため、匝瑳市に地域保

健センターを設置し、各市等関係機関と連携を図り業務を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 管内の状況 

（１）管内の人口及び世帯等の概況 

表３－（１） 管内人口及び世帯等の概況 

区   分 
世 帯 数 

（世 帯） 

人   口 

（人） 

人 口 密 度 

（人／k ㎡） 

面   積 

（k ㎡） 

管   内 62,649 160,998 509.213 316.17 

銚 子 市 25,920 60,556 719.192 84.20 

旭 市 23,885 64,747 496.336 130.45 

匝 瑳 市 12,844 35,695 351.606 101.52 

県 総 数 2,725,850 6,268,585 1,215.405 5,157.61 

出典：平成 30 年 10 月 1 日現在 千葉県毎月常住人口調査 

 

 

 

図３－（１） 管内図 
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（２）管内人口の年齢構成 

管内人口の年齢構成は表３－（２）－アのとおりで、平成 30 年の千葉県年齢別・町丁別

人口調査時の年齢３区分によると、０歳～14 歳までの年少人口の割合は 10.3％、15 歳～

64 歳までの生産年齢人口は 57.2％、65 歳以上の老年人口は 32.5％で、県に比べると年少

人口及び生産年齢人口の割合が低く、老年人口の割合が高くなっている。 

  管内の平成 30 年 4 月 1 日現在の年齢５歳階級別人口構成は図３－（２）－ウのとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表３－（２）－ア 管内人口の年齢構成 

％ ％ ％ ％ ％

15 100 13.5 63.9 22.6 -

20 100 11.0 62.0 27.0 -

25 100 11.2 60.9 27.9 -

28 100 10.7 58.4 31.0 -

29 100 10.7 58.4 31.7 -

30 100 10.3 57.2 32.5 -

15 100 12.5 63.7 23.7 -

20 100 11.0 62.0 27.0 -

25 100 9.6 60.0 30.4 -

28 100 8.9 57.3 33.8 -

29 100 8.7 56.5 34.8 -

30 100 8.4 55.9 35.7 -

20 100 13.4 63.9 22.7

25 100 12.6 62.2 25.2 -

28 100 12.2 59.9 27.9 -

29 100 12.0 59.5 28.5 -

30 100 11.8 59.0 29.2 -

20 100 12.2 62.2 25.6 -

25 100 11.3 60.3 28.4 -

28 100 11.0 57.5 31.5 -

29 100 10.8 56.9 32.4 -

30 100 10.6 56.2 33.2 -

-

-

-

-

-

-

15 100 13.8 70.6 15.5 -

20 100 13.4 67.5 19.1 -

25 100 13.0 64.2 22.8 -
28 100 12.6 62.0 25.4 -

29 100 12.4 61.6 26.0 -

30 100 12.3 61.3 26.4 -

県
　
総
　
数

19,041 -

37,524 4,042 -

100

23,793

-

12,273

12,145

13.2

782,039 3,871,404

32,980

10012,456 1,642

811,257

833,409

-

63.3

-

100

6,284,860

4,475

3,928

21,337

3,060

4,400

63,857 5,567

66,844 8,021

63.0

15

15 10,099 1,383 6,389

25,894 10,642

63.7

15

100

11,186

11,971

7,81920,76113.3

16,012

11,232 1,549 7,158

旭
　
　
　
　
市

2,52515

65.2

39,046

42,714

-15 11,433 100 1,790 15.7 7,453 2,190

19.8 - -

-

-

-

-

-

20,936

-22,221

八
日
市

場
市

野
栄
町

匝
瑳
市

7,815

65.6

2,327

8,121

光
町

旧
旭
市

海
上
町

100 6,008 14.6

飯
岡
町

41,620 5,084

13.7

総　人　口 年 少 人 口 不　　　詳

107,885

26,770

46,370

127,201

8,219

19,764

-

-

65歳以上

-

49,460

44,948

-

53,899

20,145

-

-

-

22.5 -

18,906

21,986

17,338

22,331

-

20,145

-

23.0

-

-

-

19.2 -

23.7

52,765

94,730

50,794

34,916

37,214

41,378

99,520

46,370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,790

13.8

36,069

39,782

5,235

26,892

9,474 45,123

16,978

62,482

64,990

68,725

165,607

8,20467,415

8,673

9,998

70,609

18,183

79,698

68,930 6,616

840,374

177,109

74,734

6,069,120

74,734

39,454

36,969

6,240,461
6,269,146

170,468

15 41,021

年
0歳～14歳

生産年齢人口

15歳～64歳

老 年 人 口

1,180,9396,199,089

1,631,417

3,885,576789,266 -

-6,297,271

1,425,574

4,286,525

7,754

1,663,564

24.6

21,903

20,768

19,295

62.3

1,594,304

942,221

38,063 4,189

66,156

773,764 3,859,943

4,003,630

4,184,741

17,630 97,188 53,407

18,808

8,219

管
　
　
内

銚
　
子
　
市

40,403

168,225

198,919

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 30 年 4 月 1 日現在） 
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３－（２）－イ 年齢構成の推移         

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

図３－（２）管内年齢５歳階級別人口構成図（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

表３－（２）－ウ 管内及び市町村・性・年齢階級別人口  （単位：人） 

年齢区分

総数 0～ 5～ 10～ 15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～ 80～ 85～ 90～ 95～ 100～

管内総数
165,607 4,795 5,780 6,403 7,327 7,473 7,144 8,120 8,812 10,165 11,026 10,681 11,341 12,641 14,802 11,690 9,637 8,394 5,869 2,733 681 93

男
81,095 2,437 2,971 3,253 3,751 4,110 3,826 4,396 4,635 5,341 5,666 5,359 5,685 6,410 7,432 5,664 4,225 3,199 1,930 681 112 12

女
84,512 2,358 2,809 3,150 3,576 3,363 3,318 3,724 4,177 4,824 5,360 5,322 5,656 6,231 7,370 6,026 5,412 5,195 3,939 2,052 569 81

銚子市総数
62,482 1,341 1,792 2,102 2,626 2,800 2,516 2,686 2,989 3,468 4,127 4,292 4,455 4,957 5,831 4,787 4,237 3,653 2,454 1,090 250 29

男
30,184 661 919 1,079 1,326 1,634 1,377 1,439 1,565 1,770 2,102 2,118 2,195 2,502 2,895 2,290 1,828 1,354 828 256 44 2

女
32,298 680 873 1,023 1,300 1,166 1,139 1,247 1,424 1,698 2,025 2,174 2,260 2,455 2,936 2,497 2,409 2,299 1,626 834 206 27

旭市総数
66,156 2,334 2,642 2,839 3,056 3,181 3,173 3,714 3,786 4,319 4,429 4,100 4,365 4,923 5,534 4,293 3,315 2,877 2,039 952 247 38

男
32,577 1,174 1,377 1,457 1,535 1,687 1,653 1,997 1,994 2,268 2,271 2,074 2,237 2,489 2,769 2,100 1,438 1,117 656 236 42 6

女
33,579 1,160 1,265 1,382 1,521 1,494 1,520 1,717 1,792 2,051 2,158 2,026 2,128 2,434 2,765 2,193 1,877 1,760 1,383 716 205 32

匝瑳市総数
36,969 1,120 1,346 1,462 1,645 1,492 1,455 1,720 2,037 2,378 2,470 2,289 2,521 2,761 3,437 2,610 2,085 1,864 1,376 691 184 26

男
18,334 602 675 717 890 789 796 960 1,076 1,303 1,293 1,167 1,253 1,419 1,768 1,274 959 728 446 189 26 4

女
18,635 518 671 745 755 703 659 760 961 1,075 1,177 1,122 1,268 1,342 1,669 1,336 1,126 1,136 930 502 158 22

千葉県総数
6,297,271 240,729 261,210 271,825 291,516 325,576 330,553 364,952 405,309 484,107 513,920 420,185 362,417 361,408 463,023 413,155 337,539 237,832 135,509 58,599 15,505 2,402

男
3,143,123 123,717 134,400 139,198 149,835 168,663 172,893 189,653 210,005 251,772 267,147 218,134 185,760 180,538 225,285 195,764 157,721 104,112 49,390 16,125 2,680 331

女
3,154,148 117,012 126,810 132,627 141,681 156,913 157,660 175,299 195,304 232,335 246,773 202,051 176,657 180,870 237,738 217,391 179,818 133,720 86,119 42,474 12,825 2,071

年少人口 生産年齢人口 老年人口

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 30 年 4 月 1 日現在） 
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４ 海匝健康福祉センター(海匝保健所)健康相談 

表４ 健康福祉相談及び検査の日 

海匝健康福祉センター                 （平成 30年 4月 1日現在） 

区     分 曜  日 時    間 備 考 

精神保健福祉相談 

第 2 水曜日 午後 1:30～3:00 予約制 

第 3 月曜日 午後 1:30～3:00 
予約制 

旭市保健センター 

 

海匝健康福祉センター八日市場地域保健センター          （平成 30年 4月 1日現在） 

区     分 曜  日 時    間 備 考 

精神保健福祉相談 第 4 火曜日 午後 1:30～3:00 予約制 

腸内細菌検査 毎週火曜日 午前 9:00～10:30  

結核管理・接触者健康診断 随時 午後 1:30～2:30 個人通知 

ＤＶ相談 月～金曜日 午前 9:00～ 

午後 5:00 

面接相談(予約

制) 

毎週金曜日 

「障害のある人もない人

も共に暮らしやすい千葉

県づくり条例」に係る相談 

月～金曜日 午前 9:00～ 

午後 5:00 

 

ＨＩＶ 相談・検査 第 1・第 3 火曜日 午後 1:00～1:30 予約制 

肝炎ウイルス検査 

（Ｂ型・Ｃ型） 

第 1・第 3 火曜日 午後 1:00～1:30 予約制 

 

５ 各種委員会 

（１）海匝健康福祉センター運営協議会 

地域保健法第１１条及び千葉県行政組織条例第２８条第１項に基づき、設置している。 

地域保健法第１１条：第５条第１項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の

地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定

めるところにより、保健所に運営協議会を置くことができる。 

 千葉県行政組織条例第２８条第１項：県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該

附属機関において担任する事務は、同表下欄に掲げるとおりとする。 

別表第二 

附属機関名 担任する事務 

海匝健康福祉センター運営協議会 

健康福祉センターの所管区域内の地域保健及び地域

福祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を

審議すること 



 

 

表５－（１）  運営協議会委員名簿  （平成 31 年 1 月 31 日現在） 

（順不同・敬称略） 

現      職      名  氏      名  

銚子市長 越川 信一 

旭市長 明智 忠直 

匝瑳市長 太田 安規 

銚子市医師会長 大野 慶周 

旭匝瑳医師会長 中田 博一 

銚子市歯科医師会長 熱田 衛政 

旭匝瑳薬剤師会会長 小林 省一 

(社)千葉県看護協会利根地区部会長 村山 敦子 

匝瑳市社会福祉協議会長 鎌形 廣行 

総合病院国保旭中央病院理事長 吉田 象二 

銚子市民生委員児童委員協議会理事 宮川 功一 

海匝保健所管内栄養士会長 藤崎 弘子 

東総養護教諭会長 佐久間 まゆみ 

銚子市健康福祉部子育て支援課長 越川 俊博 

海匝保健所管内食品衛生協会長 木戸秋 進  

海匝保健所管内食生活改善協議会長 栁 明美  

ちばみどり農業協同組合女性部長 吉田 洋子 
 

県議会議員 石毛 之行 

県議会議員 信田 光保 

県議会議員 大松 重和 

県議会議員 宇野 裕  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）海匝保健所感染症診査協議会 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２４条に基づき、設置して

いる。 

 法律第２４条： 

各保健所に感染症の診査に関する協議会を置く。 

（診査する内容） 

法律第１８条第１項による通知、第２０条第１項及び第２６条による一類感染症及び二

類感染症の患者に対する１０日以内の入院勧告、第２０条第４項及び第２６条の規定によ

る前述の患者に対する延長入院の必要の是非、並びに第３７条の２第１項の規定による申

請に基づく費用の負担に関し必要な事項を診査する。 

 

表５－（２）感染症診査協議会委員名簿 （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

         （順不同・敬称略） 

現 職 名 氏   名  

東京堂クリニック 院長 山口 文夫 

佐藤クリニック 院長  佐藤 勝則 

旭中央病院  
感染症科部長・化学療法科部長 中村 朗  

司法書士 菅谷 正幸 

元千葉県職員 久保木 善明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 機構及び事務内容 

　　　　6名

 

地域保健センター ２  担当地域に係る地域保健福祉課の業務（一部を除く）

１0名

1２　健康危機管理に関すること

1１　住居衛生等に関すること

８　理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館
　　業法及び公衆浴場法の施行に関すること

1０　温泉法の施行に関すること

センター長
（技）

副センター長(技)

12　児童福祉に関すること

14　高齢者・障害者の福祉に関すること

１　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　　に関すること

10　精神保健福祉相談・社会復帰相談事業に関すること

15　戦傷病者・戦没者遺族等の援護業務に関すること

地域保健センター）

８　歯科保健事業に関すること

13　母子父子寡婦福祉に関すること

７　狂犬病予防、動管２法に関すること

６　食品衛生法の施行に関すること

３　エイズ対策事業に関すること

９　地域保健医療計画に関すること

11　地域防災対策に関すること

９　精神保健福祉法施行業務に関すること

(八日市場
　　　　　　 7名

副センター長(技)
４　予防接種事業に関すること

健康生活支援課

副センター長(事)

５　健康増進事業に関すること

１　庶務に関すること

総 務 企 画 課

８　保健所業務、地域保健に係る企画調整に関すること

４　医薬品医療機器等法等薬務に関すること

６　栄養改善業務に関すること

７　調理師免許等に関すること

７　人口動態・衛生統計に関すること

２　歳入・歳出事務に関すること

３　小児慢性特定疾病対策事業に関すること

４　一人ひとりに応じた健康支援事業に関すること

地域保健福祉課

12　献血事業促進に関すること

５　医療法等医務に関すること

２　原爆被害者対策事業に関すること

９　化製場に関すること

２　母子・成人・老人保健に関すること

10　広報・啓発活動に関すること

１　保健師業務に関すること

５　診療エックス線検査業務に関すること

３  担当地域に係る健康生活支援課の業務（一部を除く）

　　　　　11名

３　給与、旅費、諸手当、職員の福利厚生に関すること

６　保健医療に係る免許申請に関すること

16　配偶者暴力相談支援事業に関すること

11　民生委員、児童委員に関すること

八日市場

17　難病対策事業に関すること

１  担当地域に係る総務企画課の業務（一部を除く）

 



 

７ 職員数及び配置状況 

表７－(１)  職 員 配 置 

（平成３０年５月１日現在） 

セ

ン

タ

―

長

副

セ

ン

タ

―

長

(

所
長)

(

次
長)

(

課

長

)

(

課

長

)

合計 1 2 7 28(8)

医師 1 1

事務 1 4【1】 9

薬剤師 2 4(1)

獣医師 1 3(2)

保健師 1 6

診療放射線技師 1

臨床検査技師 4

管理栄養士 1

精神保健福祉士 2

その他の技術職員 1

食品衛生監視員(再掲） 1 6(3)

環境衛生監視員(再掲） 1 1 7

7(7)

2(0)

2(2)

1

1

(4)

1【1】

5(3)

5

(注)技術職員の内訳については、主たる職種とする。また、兼務職員の内訳は（）に、課長の
職種は、【】　内に再計とした。

計

総

務

企

画

課

地

域

保

健

福

祉

課

健

康

生

活

支

援

課

11(１)

4

4【1】

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

表７－(２) 職 員 配 置 

副

セ

ン

タ

―

長(

次
長)

合計 1 2 4 4 11

医師 0

事務 1 1

薬剤師 1 1 2

獣医師 2 2

保健師 1 2 3

診療放射線技師 0

臨床検査技師 0

管理栄養士 2 2

精神保健福祉士 0

その他の技術職員 1 1

食品衛生監視員(再掲） 1 3 4

環境衛生監視員(再掲） 1 4 5

(注)技術職員の内訳については、主たる職種とする。また、兼務職員の内訳は（）
に、課長の職種は、【】　内に再計とした。

計

総

務

企

画

課

関

係

健

康

生

活

支

援

課

関

係

地

域

保

健

課

関

係

 
 


